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１．昨年度から運用容量算出方法を見直した事項 2

 年間・⾧期運用容量の算出に当たり、昨年度（2024年度）に対して今年度で主に算出方法を見直した連系
設備は以下の通りである。

 東北東京間連系線
– 2027年11月に宮城丸森線、丸森いわき幹線が新設（第二連系線運開）されたことにより、平常時

に275kVから500kVにつきあがる変圧器の熱容量が運用容量の決定要因となった。

 中地域交流ループ
– 2026年4月より、中地域交流ループが運用開始となり、これまでの個別連系線単位での管理から中

部・北陸・関西の各フェンス単位での管理に変更となった。
– 今年度の検討の結果、中地域交流ループでの熱容量算出における、初期断面の考え方が変更となり、

また、設備停止時に飛騨信濃FCを考慮し、熱容量から控除することとなった。

 関西中国間連系線（中国向き）
– これまでは、中国向き潮流の頻度が低いことから、同期・電圧安定性を西播東岡山線1回線熱容量

まで確認し、この熱容量を運用容量としていたが、2024年度実績より中国向き潮流が確認されたこと
から、夏季・冬季・その他季の同期・電圧安定限界を算出する方法に見直した。

 中国九州間連系線（中国向き）
– 国の補助事業で進めていた再エネを含む電制電源が、運用容量へ織り込む対象に追加された。

 用語の定義
昨年度値:昨年度（2024年度）に公表した2025・2026年度の運用容量
今年度値:今年度（2025年度）に公表する2026・2027年度の運用容量



２．東北東京間連系線増強後の運用容量算出方法の見直し（１/２） 3

 現行では、想定故障ケースに対する同期安定性・熱容量限度値を算出し、最小値を運用容量に設定しているが、
2027年11月の第二連系線運開後は、平常時に275kV⇒500kV系統へつきあがる潮流による南相馬変電所等
のバンク潮流が運用容量の決定要因となる。 ※

 また、500kVルートの増加に伴い、同期安定性が大幅に向上することから、同期安定性での安定限界は算出せず、
熱容量限度値での安定確認の実施のみとする。

※ 流通設備停止時には潮流状況の変化により、熱容量のネックとなる箇所が変化するため、都度検討が必要。
※ 平常時の運用容量の増加に関しては、いわき幹線の併用を含めて、目下検討中。

出所）2025年度第3回運用容量検討会資料3（2025年12月15日）より抜粋
https://www.occto.or.jp/assets/iinkai/unyouyouryou/25003/2025_3_3.pdf



２．東北東京間連系線増強後の運用容量算出方法の見直し（２/２） 4

 今年度値を使用して、 2026年度と2027年度の東北東京間連系線（東京向き）年間運用容量を比較する。
 東北東京間第二連系線の運用開始に伴い、運用容量が増加することが確認できる。
※ 運用開始が11月中のため、年間運用容量で確認できるのは12月からとなる。

連系線 潮流
方向 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

東北
東京間 東京向

2026年度 【355(①)】 【355(①)】 【245(①)】 525(①)
【525(①)】

525(①) 525(①)
【425(①)】

525(①)
【445(①)】

555(①)
【500(①)】 555(①) 620(①) 536(②)

【531(②)】 【290(①)】

2027年度 【525(①)】 【480(①)】 【480(①)】 525(①)
【525(①)】 525(①) 525(①) 481(②)

【426(②)】
555(①)

【546(②)】
735(①)

【595(①)】 700(①) 730(①)
【625(①)】

530(①)
【545(①)】

 平日昼間断面運用容量（今年度値）

( ):運用容量決定要因（①熱容量等、②同期安定性、③電圧安定性、④周波数維持）、【 】:作業時の最小運用容量

※ 作業なし（通常時）の運用容量を優先して描画



３．中地域交流ループの運用容量算出方法の見直し（１/３） 5

 昨年度までは、中地域交流ループにおける熱容量は、8月断面が過酷と仮定し、算出していた。
 今年度から、熱容量限度値を検討するにあたり、初期潮流において、検討対象とする線路に流れる潮流が大きく、

かつ増分潮流と同方向である方が最終的に算出される数値が小さく（過酷サイド）になることから、この考え方を
ベースに代表断面を選定する。

 省力化のため、代表断面を用いて、各季節の周囲温度における熱容量と同期・電圧安定性限度値を比較し、算
出すべき断面のスクリーニングを実施する。

出所）2025年度第4回運用容量検討会資料1（2026年1月30日）より抜粋
https://www.occto.or.jp/assets/2025_4_1.pdf



３．中地域交流ループの運用容量算出方法の見直し（２/３） 6

 中地域交流ループにおいて、1回線作業時に特定の送電線でルート断故障が発生した際には、回り込み潮流に通
常の潮流だけでなく、越美幹線から飛騨分帰線で接続される飛騨信濃FCの融通電力が重畳される場合がある。

 該当ケースにおいては、算出結果から、飛騨信濃FCの定格出力を控除した値を熱容量限度値とする。※

※ 飛騨信濃定格出力:45万×2FC＝90万kW
※ 飛騨信濃FC片極時は45万kWを控除する。

出所）2025年度第4回運用容量検討会資料1（2026年1月30日）より抜粋
https://www.occto.or.jp/assets/2025_4_1.pdf



３．中地域交流ループの運用容量算出方法の見直し（３/３） 7

 中部フェンス（受電）の昨年度値、今年度値の2026年度年間運用容量を比較する。
 昨年度は熱容量限度値が十分大きいとみなし、他の制約要因以上であることを確認するにとどまっていた断面におい

て、今年度では熱容量を算出し、他（電圧、周波数、安定度）の限度値と比較している。

連系線 潮流
方向 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

中部
フェンス 受電

昨年度値 他の制約要因以上を確認 332 329 329 前半329
後半332 他の制約要因以上を確認

今年度値 381 332 312 348 348 前半348
後半312 332 381 406 406 406 前半406

後半381

 中部受電フェンス 平日昼間断面熱容量限度値（2026年度）

今年度は熱容量限度値を算出。



４．関西中国間連系線（中国向き）の運用容量算出方法の見直し（１/２） 8

 関西中国間連系線は、中国向き潮流の頻度が低いことを前提としており、同期・電圧安定度制約に関しては算出
を簡素化し、西播東岡山線1回線熱用容量までの安定性を確認し、運用容量＝西播東岡山線1回線熱用容量
としていた。※

 2024年度において、中国向き潮流の実績が多く確認されたことから、2026年度より、夏季・冬季・その他季におけ
る同期・電圧安定限度値を改めて算出し、運用容量を見直すこととした。

※ これまでの実績を考慮すると、中国関西間連系線中国向き潮流は中国以西の最大発電所相当の電源が脱落し応援する場合に
おいても、西播東岡山線の 1 回線熱容量以下となっていたため。

出所）2025年度第3回運用容量検討会資料4（2025年12月15日）より抜粋
https://www.occto.or.jp/assets/iinkai/unyouyouryou/25003/2025_3_4.pdf



４．関西中国間連系線（中国向き）の運用容量算出方法の見直し（２/２） 9

 関西中国間連系線（中国向き）の昨年度値、今年度値の2026年度年間運用容量を比較する。
 昨年度値では西播東岡山線1回線熱容量であった運用容量を季節ごとに同期・電圧安定性限度値まで算出する

ことにより、年間通して運用容量が増加していることが確認できる。

 平日昼間断面運用容量（2026年度）

連系線 潮流
方向 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

東北
東京間 東京向

昨年度値 326 295 278 278 278 278 295 326 326 326 326 326

今年度値 460(③)
【435(③)】

460(③)
【295(①)】

460(③)
【278(①)】 470(③) 470(③)

前半470(③)
後半460(③)
【329(①)】

460(③)
【329(①)】

460(③)
【326(①)】

465(③)
【326(①)】 465(③) 465(③)

前半465(③)
【326(①)】

後半460(③)
【329(①)】

( ):運用容量決定要因（①熱容量等、②同期安定性、③電圧安定性、④周波数維持）、【 】:作業時の最小運用容量

※ 作業なし（通常時）の運用容量を優先して描画
※ 前後半に分かれている月は小さい数値を優先して描画



５．中国九州間連系線（中国向き）の運用容量算出方法の見直し 10

 2026年4月より再エネを含む電制電源※を運用容量に反映する。
※ 国の実証事業で開発していた転送遮断システムは運用容量に織り込み済みであり、国の補助事業で追加した電制対象電源分

 中国九州間連系線（中国向き）の周波数制約による運用容量は、「九州エリアの周波数上昇」「中西エリアの周
波数低下」のうち数値が小さい方となり、本見直しは前者に影響するものである。※

※ 「九州エリアの周波数上昇」が選択された場合、追加された電制電源出力分の運用容量が増加する。

※ 「中西エリアの周波数低下」 が決定要因であった場合、最終的な運用容量への影響はない。

※ 年間運用容量算出段階では、 「中西エリアの周波数低下」が支配的であるため、数値での確認はできない。

出所）2025年度第5回運用容量検討会資料4（2026年2月9日）より抜粋
※広域機関HP公表は2026年3月1日（予定）


